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事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 指 導 事 務 主 管 課 
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 指 導 事 務 主 管 課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
各 文 部 科 学 大 臣 所 管 学 校 法 人 担 当 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  

 

文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課 

 

令和８年度「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」 

申請受付の開始について（ご案内） 

 

日頃より、文部科学行政に御理解・御協力いただき、誠にありがとうございます。 

文部科学省では、「様々な困難や変化に対し、自ら枠を超えて行動を起こし新たな価値を生み出してい

く精神」であるアントレプレナーシップを醸成するため、令和６年度から「「アントレプレナーシップ推進

大使派遣事業」「（下「「事事業」という。）を実施しています。事事業では、全国の小学校、中学校、高等

学校、特別支援学校等を対象として起業家等を派遣しており、授業等で御活用いただいているところで

す。令和７年度においては、350 件の派遣を実施し、約 34,000 名の児童生徒にアントレプレナーシップ

教育の受講機会を提供しました。 

このたび、令和８年度事業の申請受付を開始しましたので、次項の通り御案内いたします。令和８年度

からの新たな取組として、教職員向けの研修への派遣も対象にすることとしており、教職員の皆様のア

ントレプレナーシップ醸成や、授業計画の検討及び教育実践の参考として御活用いただくことも可能で

す。 

ついては、学校現場において事事業を有効に御活用いただくため、各所管課におかれましては、域内の

小中高「・特別支援学校等を設置する市町村教育委員会、所管又は所轄の小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校等及び学校法人に対して、事事業についての御周知をお願いいたします。 

その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通

知する下外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配付する等、

必要に応じて御負担の少ない方法で対応いただければ幸いです。 

なお、別添のチラシ（A4 一枚）について、都道府県教育委員会に 50 部、市町村教育委員会に 30 部を

それぞれ郵送いたします。所管又は所轄の学校、教職員等への配布を求めるものではありませんので、お

手元に届きましたら、御負担の少ない方法で御活用いただけますと幸甚です。 

 事件について不明な点などあれば、「記担当まで御連絡ください。 

 

 

 

 

御中 

＜事件担当＞ 

文部科学省 科学技術・学術政策局  

産業連携・地域振興課（中川、西川、甲山、釜谷） 

TEL：03-5253-4111 (内線 4195) E-mail：edge@mext.go.jp 

令和８年度「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」の実施内容及び申請受付の開始につい

てお知らせするとともに、周知をお願いするものです。 
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１.「令和８年度「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」申請受付開始 

令和８年度「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」の申請受付「（着順））を令和８年４月 17 日

（金）より開始しています。 

昨年度から引き続き、派遣に伴う大使への謝金・旅費は文部科学省が負担し、教育委員会や学校現場の

負担は生じません。また、事年度からは、教職員を対象とした派遣も対象としております。詳細は別添チ

ラシや文部科学省HPを御参照のうえ、事事業の積極的な御活用を検討いただくよう、お願いいたします。 

 

令和８年度「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」（文部科学省 HP） 

派 遣 対 象： ① 小中高生等を対象とした、大使による講演等の実施を希望する全国

の小・中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校等 

② 小中高校等の教職員を対象とした、大使による講演等の実施を希望

する全国の小・中学校、高等学校、特別支援学校等及び教育委員会

（新設） 

対象となる学校種： 小学校「、中学校「、高等学校「、特別支援学校、高等専門学校（１～３年生）「

等 

派 遣 着： 学校、自治体施設 等（オンライン実施も可） 

申 込 受 付 期 間： 【一次募集】2026 年４月 17 日（金）～2026 年６月 30日（火） 

【二次募集】2026 年７月「１日（水）～2026 年９月 30日（水） 

派 遣 期 間： 2026 年５月 22日（金）～2027 年３月 12 日（金） 

ウ ェ ブ サ イ ト：  https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/ 

申 請 者： 学校単位、又は教育委員会等から申込み可能 

 

 

 

                              

 

 

 

２.「アントレプレナーシップ教育アワード 2026」受賞者 

 2026 年３月 20 日（金・祝）に開催した「「MEXT 春のアントレ祭！「2026「～つながる・学ぶ・高め合う、

教員のための祭典～」において、「「アントレプレナーシップ教育アワード 2026」の最終発表会及び表彰式

を行いました。事アワードは、小・中・高等学校等におけるアントレプレナーシップ教育の優れた実践事

例を顕彰し、広く知見を共有することで、全国へのアントレプレナーシップ教育の醸成を目指すととも

に、教育現場での取組の質向上と持続可能な実施体制の構築を支援することを目的としており、令和７

年度に初めて実施しました。 

イベント HP では、着進的な実践事例として、受賞した７団体の取組を紹介しております。アントレプ

レナーシップ教育の導入を考えている教師の皆様や、学校での実施を検討している教職員の皆様におい

ては、ぜひ参考事例として御活用いただけますと幸いです。 

事業トップページ 

（事業概要等） 

推進大使一覧 派遣事例 
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【開催済】MEXT 春のアントレ祭！「2026「～つながる・学ぶ・高め合う、教員のための祭典～ 

日 時： 2026 年３月 20日（金）12:30～19:00 

対 象 者： 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校等の 

教職員等、および地方公共団体・民間団体等の教育関係者 

会 場： TiB（Tokyo「Innovation「Base） 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-8-3 

参  加  者 数： 対面・オンライン合わせて約 500 名が参加 

特 設 サ イ ト：  https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/event_202603/ 

 

 

 

 

 

MEXT 春のアントレ祭！2026（トップページ） 

※当日の様子を撮影した動画やアワード受賞者の取組の詳細など、 

今後もコンテンツの充実を図る予定です。 

 

 

３.アントレプレナーシップ教育のポータルサイトの紹介「 

令和７年３月に経済産業省とともに立ち上げた「Japan「Entrepreneurship「Alliance」（ジャパン・アン

トレプレナーシップ・アライアンス）」は、2026 年４月時点で、44 機関（うち、地方公共団体 24 機関）

が参画しています。 

 事アライアンスでは、全国の教職員の皆様に向けて、アントレプレナーシップ教育に関するプログラ

ムやイベント情報等を一元的に収集・閲覧できるポータルサイトを開設しています。今後も随時情報を

更新し、内容のさらなる充実を図ってまいりますので、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等にお

ける授業や特別活動等の参考情報として、ぜひ御活用ください。 

■ウ ェ ブ サ イ ト：https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/alliance/ 

 

 

 

                           

 

 

 

Japan「Entrepreneurship「Alliance       アントレプレナーシップ教育の 

ロゴマーク                ポータルサイト 


